
海抜標示板設置協定書 
 
 
 北海道電力株式会社（以下「甲」という。）と石狩市（以下「乙」という。）は、乙が

津波災害防止を目的として、乙の海抜標示板（以下「標示板」という。）を甲の配電線路

用電柱（以下「電柱」という。）に設置することに関し、次のとおり協定する。  
 
（電柱使用の承認）  
第１条 甲は、標示板の設置が、乙において電柱を使用しなければ困難な場合で、かつ甲

において、電柱の維持・管理に支障とならない場合に限り、本協定の定めるところに従

い、乙が標示板の設置のために電柱を無償で使用することを承認する。  
 
（標示板の仕様）  
第２条 乙が電柱に設置する標示板の仕様は、別紙１「海抜標示板の仕様および表示方法」

のとおりとする。  
 
（標示板設置工事の基準）  
第３条 乙が実施する標示板の電柱設置工事（以下、「設置工事」という。）の基準につ

いては、別紙２「海抜標示板設置工事基準」（以下、「工事基準」という。）による。  
 
（標示板の設置および撤去の届出）  
第４条 乙は、設置工事、または電柱に設置した標示板の撤去工事（以下、「撤去工事」

という。）を実施する場合、事前に、別紙３「標識申込書兼標識承認書」および別紙４

「標識明細書」に、当該電柱の写真および設置工事の場合は道路占用許可書の写しを添

付して、当該電柱を管理する甲の事業所に提出し、その承認を得る。  
２ 乙は、設置工事または撤去工事の完了後速やかに、別紙５「標識工事完了届」および

別紙４「標識明細書」に、工事後の当該電柱の写真を添付して、前項の事業所に提出す

る。 
 
（工事の委託）  
第５条 乙は、設置工事または撤去工事を第三者に委託する場合、電気工作物に精通した

施工会社を選定する。  
 
（維持・管理）  
第６条 設置標示板の維持・管理は、乙が行う。 
２ 甲は、工事基準を満たさない設置標示板を発見したときは、乙にその内容を通知し、

乙は、甲の指示に従い、速やかに当該標示板に係る必要な改修を行う。  
 
（損害賠償の免責）  
第７条 甲は、次の各号の一に該当する場合にはその責任を有しない。  

⑴ 天災地変、火災その他の不可抗力に起因して、設置標示板が毀損したとき。  
⑵ 第三者の加害行為に起因して、設置標示板が毀損したとき。  
⑶ 甲が、電柱の維持・管理に係る業務上の行為により、設置標示板を毀損したとき。

ただし、故意または重要な過失による場合を除く。 



（第三者に対する加害責任）  
第８条 乙は、設置工事、撤去工事または設置標示板に起因して、甲または第三者に損害

を与えた場合、その賠償の責めを負い、甲に一切の迷惑をかけない。  
 
（契約の解除）  
第９条 甲は、次の各号の一に該当する場合、乙に対し、期日を定めて是正を勧告し、乙

がこれに応じないときは、ただちに本協定を解約することができる。  
⑴ 乙が、本協定に違反し、またはその履行に誠意がないと甲が認めた場合  
⑵ 監督官庁の改善命令等による場合  

 
（原状回復）  
第10条 乙は、次の各号の一に該当する場合で、甲の要求があるときは、その指定する期

日までに、乙の負担において、設置標示板を撤去または移設し、原状に復する。  
⑴ 当該電柱の維持・管理上、設置標示板が支障となったとき。  
⑵ 当該電柱の移設または補修もしくはこれらに類する工事等のために、設置標示板が

支障となったとき。  
⑶ 本協定が期間満了または解約により終了したとき。  

 
（協定の有効期間）  
第11条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から1年間とする。ただし、期間満了１ヶ

月前までに甲、または乙から何ら申し出のない限り、本協定は自動的に１年間延長され

るものとし、その後もこの例による。  
 
（協議解決）  
第12条 本協定に定めのない事項、または本協定の解釈について疑義が生じたときは、甲、

乙協議のうえこれを決定する。  
 

本協定締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各1通を保有する。 
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